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アンビシャス税理士法人・アンビシャス株式会社

税理士 西村太一の

経営に役立つ税の話
2024.04.19

経営に役立つ税情報

アンビシャス税理士法人・アンビシャス株式会社

定額減税しま～～す！！

実際の作業は６月以降
準備は４月から！

対象者：令和６年分の所得税に係る合計所得金額

              1,805万円以下である居住者。

□   （給与収入だけなら2,000万円）

アンビシャス税理士法人・アンビシャス株式会社
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アンビシャス税理士法人・アンビシャス株式会社

アンビシャス税理士法人・アンビシャス株式会社

令和6年分所得税定額減税の仕方 （国税庁：パンフ）より

＊ 給与明細には「減税額」を表示する
各人別控除事績簿を作成する

控除前の
源泉徴収税額

【 控除しきれる場合 】 【 控除しきれない場合 】

控除しきれない部分

 6月賞与 6月給与   6月給与  6月賞与

通
常
に
源
泉
す
る

順
次
控
除

作業手順

4月 源泉定額減税申告書の提出依頼（給与支払者⇒受給者）
5月 〃 申告書の提出（受給者⇒給与支払者）
6月 月次減税事務の実施

10月 年調定額減税申告書等の提出依頼（給与支払者⇒受給者）
11月 〃 申告書等の提出（受給者⇒給与支払者）
12月 年調減税事務を含む年末調整事務の実施
1月 源泉徴収票の受給者への交付と法定調書の税務署への提出

地方税(参考）

アンビシャス税理士法人・アンビシャス株式会社

控除対象者

の確認

各人別控除事

績簿の作成

月次減税額の

計算

給与等支払時

の控除

控除後の

事務
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アンビシャス税理士法人・アンビシャス株式会社

（参考）

１ 給与２か所以上の者⇒ 源泉「甲」欄の給与支払者の源泉から減税
「乙欄」の給与からは減税しない。乙欄給与だけの方は確定申告で減税

２ 給与と年金の収入がある者⇒ 両方とも減税される⇒ 確定申告で納付（精算）
両方で減税して結局確定申告で精算する・・・
（年金年間１５８万円以上（65歳以上）なら源泉あり）

３ 源泉所得税＜減税 ⇒ 給付を受ける⇒１１千円なら切り上げて２万円給付！
個人住民税を課税する市区町村が定額減税しきれない差額を給付
申請方法が市町村により異なる・・・・？

４ 6月1日過ぎての中途入社の社員は？⇒ 年調で減税処理する

５ 年間所得が１,８０５万円を超える見込みの人は⇒ 減税する
対象者は”令和６年の所得金額”とあるので取り敢えず減税先行する・・・？

６ ややこしいので、全て年末調整で処理したいが・・
⇒それで構いませんとはなっていません・・・ダメですね・・・
もし、そうした場合、罰則等あるのか ⇒ 無いようですが・・・
従業員からの苦情には耐えられませんが・・・

７ 個人事業主 ⇒ 予定納税額から減税⇒ 最終は確定申告で精算する

かんぱ～～い！！

アンビシャス税理士法人・アンビシャス株式会社

クラフトビールって、
地ビール？

アンビシャス税理士法人・アンビシャス株式会社
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アンビシャス会員様へのサービス!!!

国税局OBによる
無料模擬税務調査（年一回）

貴社の決算資料・元帳等をもとに
指摘されるポイントを想定し、
事前準備の必要項目等をアドバイスします。
あなたの会社が狙われるのはココ!

① ３期分の決算書をチェック ② ポイントを事前にお知らせ
※こちらを参考に、資料をご準備いただきます。


